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東京医療保健大学 第 2期中期目標・計画 

（平成 29年度～平成 33年度） 

 

中期目標 計  画 

東京医療保健大学の基本的な目標 

 

東京医療保健大学は、「科学技術に基づく正確な医療保健の学問的教育・

研究及び臨床活動」、「寛容と温かみのある人間性と生命に対する畏敬の念

を尊重する精神」を建学の精神及び教育理念とし、医療分野において特色

ある教育研究を実践することで時代の求める高い専門性及び豊かな人間

性と幅広い教養並びに高い倫理性を備え、これからの社会が抱える様々な

課題に対して新しい視点から総合的に探求し解決することのできる人材

の育成を目的としている。 

本学は、この建学の精神及び教育理念に基づき、学生中心の教育を実現す

るため、次の 3つの基本的目標を定める。 

1. ますます高度化する医療保健活動に対応し、グローバルな視点で活動

できる高度な知識・技術を持った専門職の育成を図る。 

2. 医療保健活動のチーム化を踏まえ、他の専門職と協調して医療保健活

動を遂行できる優れたチーム医療人の育成を図る。 

3. 医療保健活動の原点とも言うべき「現場」に根付き、「現場」に興味

を持ち、「現場」を愛し優れた実践力を持った医療人の育成を図る。 

これらの基本的目標を達成するために、東京医療保健大学は、不断に 

点検・評価を行い、その結果を大学の充実・発展につなげるとともに、 

社会的責任を果たすこととする。 

 

中期目標の期間は、平成 29年度(平成 29年 4月 1日)～平成 34年度(平成

34年 3月 31日)(5年間)とする。 
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中期目標 計  画 

1. 理念・目的 

(1)大学・学部・研究科等の理念・目的について、大学構成員及び社会への

周知を図る。 

 

 

 

 

 

 

(2)大学・学部・研究科等の理念・目的に基づき適切な教育研究等を行い、

有為な人材の育成を図る。 

 

 

 

(3)建学の精神及び教育理念に基づき、急速な高齢社会や地域包括医療等 

医療が複雑化・高度化していく中、高度な医療人材養成のニーズに対応 

し、積極的に教育研究活動を展開していく上で必要な「ビジョン」を 

策定し取組を推進する。 

 

 

2. 内部質保証 

自己点検・評価、情報公開及び法令遵守に関する実施体制等内部質保証に

関する全学的なシステムの下に適切な実施を図るとともに、教育研究活動

に関する社会的責任を積極的に果たす。 

 

1. 理念・目的 

【1】大学・学部・研究科等の理念・目的の周知を図る。 

・大学・学部・研究科等の理念・目的については、学則、履修案内等に 

明記するとともに、学生に対し新入生及び各学年のガイダンスにおける 

履修説明等において周知を図る。また教職員は学内LAN、デスクネッツ 

等で周知徹底を図る。 

・社会への周知は、大学案内・学生募集要項等に理念・目的等を明記する 

とともに、本学のウェブサイト等において公表する。 

 

【2】大学・学部・研究科等の理念・目的に基づき適切な教育研究等を行い、 

有為な人材の育成が図られているか、定期的に点検・評価及び検証を行 

いその結果について外部評価を実施し公表する。また、より適切なもの 

となるよう外部評価結果を踏まえ教育研究等の改善・充実を図る。 

 

【3】本学は開学10年を経過し新たな10年に向けてスタートしたが、昨今に 

おける大学を取り巻く状況、特に医療系大学における人材養成に対する 

社会の期待に応えた教育研究を展開していくため、本学の建学の精神・ 

教育理念に基づき明るく夢と活力に満ちた「ビジョン」を策定し、その 

具体化を踏まえて中期目標・計画の再検討を行う。 

 

2. 内部質保証 

【4】本学の建学の精神、理念・目的を踏まえて教育研究活動状況に関する 

全学的な内部質保証の責任ある推進体制として、学長、副学長・学科長、 

有識者で構成する「内部質保証推進会議（仮称）」を設置し内部質保証 

のための全学的な方針、手続等について定め推進していく。 
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中期目標 計  画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 教育研究組織 

本学の建学の精神及び理念・目的を実現するために適切な教育研究組織を

設置するとともに、社会の要請に応え教育研究組織の一層の充実・発展を

図る。 

また本学は、平成 30 年度に初めて東京地域以外に、地域に根ざした医療

専門職を育成するため和歌山看護学部及び千葉看護学部を新設する。 

これに伴い、大学における看護師養成数について全国的に大規模校となる

が、それぞれの学部の教育目的・教育目標における独自性を発揮し先進的

な取組を積極的に推進していく。この取組において、我が国の大学におけ

 ・内部質保証の目的、内部質保証推進のための役割分担（各学部・ 

学科・研究科等の役割等）、教育の企画・設計、運用、検証及び改善の 

行動指針（PDCAサイクルの運用プロセス等）について策定し推進する。 

・3 つの方針（学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者 

受け入れの方針）に基づく教育研究活動の状況について、定期的な自己 

点検・評価及び外部有識者による評価を行い、その結果を改善・充実に 

反映させるとともに状況について公表する。また、毎年度の決算状況・ 

監査報告内容等の財務状況を公表するとともに教育研究活動のデータ 

ベース化を推進し東京医療保健大学紀要等に掲載し公表する。 

・内部質保証システムの推進について、定期的に理事会・評議員会及 

び大学経営会議に報告し会議での意見・提言等を踏まえて、本学の管理 

運営及び教育研究活動等の適切な実施を図る。 

・本学の建学の精神及び理念・目的を実現するために実施する平成 29 年

度から平成 33 年度までの 5 年間の中期目標・計画について、毎年度の

取組を着実に実施しその状況を公表するとともに、最終年度終了後には

5年間の達成状況をウェブサイトに公表する。 

 

3. 教育研究組織 

【5】本学の建学の精神、理念・目的の実現、社会の要請に対応するために 

適切な教育研究組織等を整備していく。また教育研究組織の適切性及び 

整備状況について、定期的に自己点検・評価による検証及び外部有識者 

による評価を実施するとともにその結果を踏まえ教育研究組織の整備・ 

充実を図る。 

①医療保健学部、大学院医療保健学研究科 

NTT 東日本関東病院との連携協力により、医療保健学部（看護学科、 

医療栄養学科、医療情報学科）及び大学院医療保健学研究科修士課程・
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中期目標 計  画 

る看護師養成教育の充実・発展に寄与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

博士課程において設置の趣旨を十分活かし実践的な教育研究を着実に

行うとともに、教育研究体制の整備・充実を図る。 

②東が丘・立川看護学部、大学院看護学研究科 

独立行政法人国立病院機構との連携協力により、東が丘・立川看護学部

及び大学院看護学研究科修士課程・博士課程において設置の趣旨を十分

活かし教育研究を着実に履行するとともに、国立病院機構との連携協力

を一層強化し教育研究体制の整備・充実を図る。 

③和歌山看護学部（平成30年度開設） 

和歌山県、和歌山市及び日本赤十字社和歌山医療センターとの連携 

協力により、和歌山看護学部において設置の趣旨を十分活かし教育研究 

を着実に履行するとともに、和歌山県、和歌山市及び日本赤十字社和歌 

山医療センターとの連携協力を一層強化し教育研究体制の整備・充実を 

図る。 

④千葉看護学部（平成30年度開設） 

独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)との連携協力により、 

千葉看護学部において設置の趣旨を十分活かし教育研究を着実に 

履行するとともに、JCHOとの連携協力を一層強化し教育研究体制の 

整備・充実を図る。 

⑤各看護学科の独自性を踏まえた教育研究の先進的な取組 

平成30年度に看護師養成教育を4学部（医療保健学部、東が丘・立川 

看護学部、和歌山看護学部、千葉看護学部）で実施する体制となるが、

それぞれ教育目的・教育目標に基づく独自性を活かしつつ、対話と連携

を図り、相互に刺激し合い切磋琢磨して行く中で、多様性を尊重し本学

の強み・特色を発揮しつつ教育研究を高度化し先進的な取組を推進して 

いく。この取組において、我が国の大学における看護師養成教育の 

充実・発展に寄与していく。 
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中期目標 計  画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 教育課程・学習成果 

(1)本学の理念・目的に基づき、医療分野において特色ある教育研究を実践

することで時代の求める高い専門性及び豊かな人間性と幅広い教養を備

え、これからの社会が抱える様々な課題に対して、新しい視点から総合

的に対応し解決できる人材を育成するため「教育課程編成・実施の方針」

に基づき、授業科目を適切に開設し教育課程を体系的に編成するととも

に、知識の展開力を重視した教育、学生の主体性を尊重する教育を実施

する。また学習意欲を高めるために適切な履修指導を行う。 

 

 ⑥国際的通用性の高い教育研究の組織的な推進 

 本学の建学の精神及び教育理念に基づき、実践を重視した教育研究の 

充実・発展を図るため「国際交流に関する基本方針」により国際的通用

性の高い教育研究を組織的に推進する。 

具体的には、国内外において医療の国際化や多様性が進む中、海外先進

国のチーム医療や地域医療における実践的な学びを通して、高度な専門

性等を養う教育研究を推進する。 

・国際交流センターにおいて、以下の取組を推進する。 

・学生及び教職員を海外実習や海外研修・学会等に派遣 

・国際交流協定を締結し海外大学等から留学生・教職員を受入 

・国際共同研究プロジェクトへの参画 

・感染制御学研究センターにおいて、医療現場の地球規模で関心となって

いる感染の制御に関わる教育研究の充実・発展を図るため、基礎・応用

研究を行い国内外の感染制御に貢献するとともに、感染制御を目指した

新たな学問拠点の形成を図る。さらに大学院の教育研究において医療 

現場等の感染制御関連分野で活躍する人材の育成を図る。 

 

4. 教育課程・学習成果 

【6】(1)学士課程における取組 

本学の理念・目的に基づき、質の高い医療人に必要とされる豊かな人間

性を育み、様々な角度から物事を見て、多様な現場で実践的な力を培う

「教養の力」を身に付け、健全な倫理観を持ち「知識・技術・心」を 

兼ね備えた医療専門職を育成する教育を推進する。具体的には、 

・臨床現場で、相手の気持ちを理解し思いやりと誠意を持って接する 

ことができる、寛容で温かみのある人間性、生命を尊重する心を養う 

ため、科目区分を「いのち・人間（心理学、哲学、文学、生命倫理学 
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中期目標 計  画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等を含む）」「社会科学（経済学、社会学、法学、国際関係論等を 

含む）」等の教養を重視した区分とするとともに、各種外国語教育 

や海外研修等国際感覚を養うプログラムを編成し、グローバル化が 

進む医療現場で必要とされる異文化理解や語学力、コミュニケー 

ション能力を修得させる。 

・上記の教養の力を身に付け「チーム医療」の充実という時代の要請に 

応えるため「医療のコラボレーション教育」を導入し、医療現場で 

チームケアを実践し、他の専門職と協調して優れたチーム医療を実践 

できる力を身に付けさせる。 

・また課題解決型教育を積極的に推進し、社会が抱える多様な課題に主体 

的に対処できる力を身に付けさせる。 

・このため、授業においては学生が主体的に学習するアクティブ・ 

ラーニングを積極的に行うとともに、ICT の利活用を積極的に推進し 

学生の能動的な学習を促すため教育内容・方法の充実を図る。また、 

取組状況についてはアクティブ・ラーニング実施委員会、内部質保証 

推進会議において検証し不断に見直し・改善を図る。 

・学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るため

医療・福祉・健康分野への興味・関心を持たせることを主眼に、産業界

との連携により企業活動の現場を知り知識・技能・態度を育めるよう、

ポートフォリオを活用する等豊かな人生設計に資する観点から、キャリ

ア教育に関する課程及び教育内容の充実・強化を図る。 

また、インターンシップの推進を通じて職業的自立に寄与していく。 

・本学の学生は、医療専門職として自立するため各種国家試験等に合格 

することが求められることから適切な学習支援対策を講ずる。 

・学士課程教育における教養教育、専門教育及びその学習成果について、

学長のリーダーシップの下、全学教学マネジメント体制において不断に
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中期目標 計  画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検・評価、検証を行いその結果を踏まえ見直し・改善を図る。 

特に看護教育においては、今後の医療分野において地域包括医療が重要

となっており、このため、一つの学問分野だけでなく複数の学問分野を

学修することが求められ、知の基盤形成に資する教養教育の在り方に 

ついて適切に対応する。 

①医療保健学部看護学科における取組 

・保健・医療・福祉の現場で協働できる人材、医療の高度化や社会・環境

の変化に柔軟に対応し新しい価値を創造できる人材、人と生活を大切に

その人らしさを尊重した看護を実践できる人材の育成を目指して教育

内容等の充実を図る。 

②医療保健学部医療栄養学科における取組 

・在宅医療や生活習慣病等新しい時代のニーズに合った医療を意識した 

管理栄養士、チーム医療において栄養学分野の高度専門職として他の 

関連専門職とともに的確に責務を果たせる栄養サポートチームの中核 

として活躍できる人材、「食と健康」に関する知識をより深く追求する 

意欲を持つ専門職、の育成を目指し教育内容の充実を図る。 

③医療保健学部医療情報学科における取組 

 ・急速に情報化が推進している医療・ヘルスケア分野において、情報処理

技術に精通し、医療・健康に関わるデータを収集・分析し、医療安全の

向上や医療・健康の質向上に活用するだけでなくこれらの知識と技術を

用いて医療・ヘルスケア分野のシステム構築ができる専門職の育成を 

目指し教育内容の充実を図る。 

④東が丘・立川看護学部看護学科における取組 

・看護実践能力、自己啓発能力及びキャリア開発能力を備え、高度な判断

と実践ができる国際的視野を持った tomorrow's Nurse の育成を目指し

教育内容の充実を図るとともに、臨地現場での実践力を発揮できるよう
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中期目標 計  画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)社会からの信頼に応え、求められる学習成果を確実に達成する学士課程

教育の質の向上を図る。 

 

 

 

 

実習及び学内演習の充実を図る。 

⑤和歌山看護学部看護学科における取組（平成 30年度開設） 

・「看護実践能力」、「課題対応力」及び「自己教育力」の３つの能力を 

備え、変化する時代・社会を幅広く見据えながら、自律した専門職と 

して豊かな人間性と倫理観、高い看護実践能力をもち、発展的に地域 

社会の看護を創造しうる看護職の育成を目指し教育内容の充実を図る。 

⑥千葉看護学部看護学科における取組（平成 30年度開設） 

・確かな情報収集力と倫理観をもとに創造力を伸張し、高度な看護アセス

メント能力と看護技術を持ちながら自己研鑽し続けることができ、地域

で暮らす人々の生活を見据えた看護ケアを提供しうる看護職の育成を

目指し教育内容の充実を図る。 

(2)助産学専攻科における取組 

・周産期医療に対する高度な専門知識を持ち、問題解決能力・判断力は 

もとより、実践力を基礎にし、そのスキルを持って母子健康の向上に 

貢献できる助産師の育成を図るため、助産診断技術学・助産学実習等の 

充実を図る。 

・適切な学習支援により助産師国家試験受験資格及び受胎調節実地指導員

受験資格を取得するとともに、新生児蘇生法一次コース修了認定証等の

取得を目指す。 

 

【7】PDCA(Plan(計画)、Do(実施・実行)、Check(点検・評価)、Act(改善) 

サイクルに基づく全学的な教学マネジメント体制（内部質保証、IR機 

能等）により、学士課程教育の改善・充実を図るとともに、教育の質の 

向上に取り組む。 

・社会の変化に応じ実効性をもって教育を質的に転換していくためには、

入学から卒業までを一貫した教育活動と捉え、３つの方針を有機的連携
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中期目標 計  画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)研究科修士課程及び博士課程においては、各指導教員の役割分担と連携

体制を明確にして指導教員間の綿密な協議に基づき体系的な大学院教育

を行うこととし、院生の質を保証する組織的な教育・研究指導体制の充

実を図る。また、博士課程においては、高い研究能力を持ってグローバ

ルに活躍する質の高い人材を育成するため、院生の質を保証する博士課

程教育の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

の下に運営し、多様な入学者の力を更に向上させるため、カリキュラム

構成の見直し、学生の能動的な学修を重視した指導方法の導入、学生の

学修時間増加に向けた指導、学修成果に係る評価の充実等に取り組む。 

・学習成果については、客観的に検証し明らかになった課題等をフィード

バックし新たな取組に反映させる。 

・初年次教育について、新入生に対し高校から大学に円滑に移行でき、 

在学中の学習及び人格的な成長の実現が可能となるよう総合的な教育 

プログラムに取り組む。 

・学生の課外活動の教育的意義を学則に明記するとともに、正課の授業の

他、学友会の活動、クラブ活動、地域等へのボランティア活動等課外 

活動への学生の積極的な参加を推進する。 

 

【8】研究科修士課程及び博士課程において、科学技術に基づく正確な医療 

保健の学問的教育・研究及び臨床活動を通じて、学際的・国際的視点 

から医療保健学を教授し、臨床現場における卓越した実践能力及び 

研究・教育・管理能力を有する高度専門職業人を育成するため、 

「教育課程編成・実施の方針」に基づいて、授業科目を適切に開設 

し教育課程を体系的に編成するとともに、院生の学習意欲を高める 

ため適切な教育方法・履修指導を実施する。 

①医療保健学研究科修士課程における取組 

・看護マネジメント学、助産学、看護実践開発学、感染制御学、周手術 

医療安全学、滅菌供給管理学、医療栄養学、医療保健情報学の各領域に

おいて、実践現場で役立つ研究課題を追求するとともに、現場の抱える

関連諸問題の解決に寄与する人材を育成するため、共通科目・各専門 

分野に応じた選択科目及び研究演習の充実を図る。 

また、修士課程の開設から10年が経過したことを契機に、学術の進展等 
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中期目標 計  画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に対応しカリキュラムの見直しを行い修士課程の充実を図る。 

②医療保健学研究科博士課程における取組 

・教育研究実践の高度化・専門化に対応し、我が国の医療現場において 

感染制御学、周手術医療安全学又は看護学の専門知識をもって中心的 

指導者として活躍できる人材の育成を図るため、感染制御学、周手術 

医療安全学又は看護学に関する特別講義及び特別研究・研究演習の充実 

を図る。 

③看護学研究科修士課程における取組 

・医療における高度な看護実践を担い救急医療等の迅速な医療を提供する 

 必要性に対応し医師や他の医療従事者とのスキルミックスにより権限の 

 委譲・代替を創出的に実践する能力を備えた人材の育成を図るため、 

 診察・診断学特論、医療安全特論、臨床薬理学特論、実践演習・統合 

実習等の充実を図る。 

・少子化が大きな課題になっている中で、性と生殖のキーパーソンとして 

活躍できる専門性の高い判断力と実践力を備えた助産師を養成するため 

に、課題解決型の教育内容の充実を図る。 

・看護教育・研究の担い手として、自然科学の研究の原理を理解し自らの 

看護学研究にその概念・手法を自在に活かせる能力を養うことを目指し、 

看護科学コースにおいては、特論、演習科目を充実させ、教育研究スキ 

ルを獲得させるための教育内容の充実を図る。 

④看護学研究科博士課程における取組 

看護学の発展・進化及び看護の更なる質向上を目指し、研究マインドを 

持って看護学の基礎教育に関わることができる研究・教育者を育成する 

ため、博士論文に相応しい研究を進めるための個別指導を通して研究・ 

開発能力の育成を図るとともに、幅広い視野をもった学生を育てるため 

領域を超えて全学生によるゼミナールを月 2 回の頻度で開催し情報の 
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中期目標 計  画 

 

 

 

(4)学習成果について、自己点検・評価、検証を行いその結果を踏まえて、

不断の教育課程及び教育方法等の改善・充実を図るとともに「学位授与

の方針」に基づき学位の授与（卒業・修了認定）を適切に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発信・伝達能力、ディベート能力の強化を図るなど教育内容の充実に 

取り組む。 

 

【9】毎年度、学生による授業評価や学生の学修及び生活に関する実態調査、 

卒業生へのアンケート調査を実施するとともに、教員によるFD活動を 

積極的に推進し「東京医療保健大学を語る会」における各教員からの 

教育方法等の工夫・改善等について意見交換を行う。また、各学科等 

のFD活動報告会等を実施するなど教育力の向上及び授業内容・方法の 

改善・充実を図る。 

・教育目標、「教育課程編成・実施の方針」及び「学位授与の方針」 

 の適切性、学習成果について自己点検・評価及び外部有識者による評価 

を実施し検証を行い、その結果等を踏まえて教育内容等の改善・充実を 

図る。また「学位授与の方針」に基づき、学位の授与（卒業・修了認定） 

を適切に行う。さらに科学と技術の進歩に合わせ、卒業生、修了生の 

再教育に努める。 

 ・GPA（Grade Point Average）制度を活用して、学部学生に対する厳格な

成績評価の実施を図る。 

 注）GPA制度：米国において一般に行われている成績評価方法。 

    授業科目ごとの成績評価を 5段階で評価し、それぞれに対して 

4・3・2・1・0 のグレード・ポイントを付与し、この単位当たり 

の平均を出す。卒業のためには通算の GPAが 2.0以上であること 

が必要とされ、3 セメスター連続して GPA が 2.0 未満の学生に 

対しては退学勧告がなされる。 

・各学部・各学科・各研究科の取組状況及び課題等について、以下の観点

から検証を行う。 
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中期目標 計  画 

 

 

 

 

 

 

5. 学生の受け入れ 

(1)本学の理念・目的及びそれに基づく「入学者受け入れの方針」について、

社会への周知に努めるとともに、時代の要請を把握しそれを踏まえて、

同方針について不断の見直し・改善を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)入学者選抜試験は公正かつ適切に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

・学科（研究科）の教育理念・目的に基づき、どのように教育に 

取り組んでいるか 

・授業において工夫・改善を図ったことについて 

・教育効果及び教育成果についてどのように検証を行っているか 

・教育上の課題及び今後の改善方策等について 

 

5. 学生の受け入れ 

【10】本学の理念・目的及びそれに基づく「入学者受け入れの方針」につい 

て学生募集要項等に明示し本学ウェブサイトに公表するとともに、 

進学ガイダンス及びオープンキャンパス等において説明するなど 

社会への周知を図る。 

  また、高大接続システム改革が要請されており、これに伴い学位授与 

  の方針、教育課程編成・実施の方針を踏まえた入学者受け入れの方針 

において、学力の3要素（①知識・技能、②思考力・判断力・表現力 

等の能力、③主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度）に関し、 

入学希望者に求める能力の適切な判定ができる入学者選抜の改善を 

図る。 

 

【11】入学者選抜試験の実施内容について、学部・研究科等の特色・特徴等 

を踏まえた改善・充実を図る。 

・入学者選抜試験問題について、「入学者受け入れの方針」に基づき適切

に作成することとし、試験問題にミス等が生じないようチェック体制を

徹底する。 

・入学者選抜試験会場において、入試実施上の注意事項の徹底を図るとと

もに、試験監督を厳正に行うなど入学者選抜試験を公正かつ適切に実施

する。 
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中期目標 計  画 

 

 

(3)入学定員及び収容定員の適正な管理に努める。 

 

 

(4)学生募集に係る広報活動の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

(5)本学の国際化を図り国際的通用性の高い教育研究を推進するため、留学

生・研究生の受け入れを積極的に行う。 

 

 

6. 教員・教員組織 

(1)本学の理念・目的を実現し、教育研究を円滑に実施するため、教育研究

を担当するに相応しい能力を有するとともに、熱意をもって、かつ真摯

に教育研究に取り組む教員の配置を図る。 

 

 

(2)教員の資質及び教育力の向上を図るため、教員の FD活動を積極的に推進

し教員の資質向上のための取組方法や教員組織の改善を図る。 

 

 

・入学者選抜試験関係業務を適切に実施する。 

 

【12】学部・研究科等の入学定員に基づき、適切な入学者数を受け入れる 

とともに収容定員の適正な管理に努める。 

 

【13】進学ガイダンス・オープンキャンパス・入試説明会等の内容の充実を 

図るとともに、その実施概要については本学ウェブサイトに公表する 

等広報の充実を図る。 

また、本学の認知度向上を図るため高等学校・塾等への広報活動を 

積極的に行うとともに大学案内及び大学紹介パンフレット等の記載 

内容の充実を図る。 

 

【14】海外からの留学生・研究生の受け入れを積極的に行うため、海外大学 

との交流協定の締結に取り組むとともに受け入れ環境（授業料等の 

経費について配慮を行う等）を整備し交流を推進する。 

 

6. 教員・教員組織 

【15】「教員組織の編成方針」に基づき、教育研究を円滑に実施するため、 

有効かつ適切な教員配置を図るとともに、教員に欠員等が生じた場合 

には、原則公募により募集を行うこととし採用・昇任等に当たっては 

教員選考規程及び教員選考基準に基づき公正かつ適切に行う。 

 

【16】教員の FD活動を積極的に推進する。 

・FD 活動の一環として、毎年度学生による授業評価、学修及び生活に 

関する実態調査を実施し、授業内容・方法の改善・充実及び教員の教育 

力の向上を図る。 
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中期目標 計  画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)教員の研究活動の振興と円滑化を促し、その研究成果の発表を行うため

「東京医療保健大学紀要」を毎年度発刊する。 

 

 

 

 

(4)教員の資質向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の教育研究活動

等の評価を実施し処遇等に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・全教職員が一堂に会して、教員の事例発表及び意見交換を行う「東京 

医療保健大学を語る会」を毎年度開催し、学部・研究科におけるFD活動 

の推進を図る。 

・全学的な実施体制の下に、外部有識者の協力を得て、FD 活動の取組 

及び教員組織の適切性について自己点検・評価を行い、その結果を踏ま 

えて FD 活動の取組方法や教員組織の改善・充実を図る。またその状況 

について公表する。 

・FD 活動を通じ、教育の基本である 3 つの方針を対象としてその在り方 

及び内容を検討し教育研究活動の改善・充実を図っていく。 

 

【17】毎年度発刊する「東京医療保健大学紀要」への論文の投稿を積極的に

行うよう奨励する。また研究活動の質の向上を図るとともに紀要に対す

る社会からの信頼に応えるため、紀要の投稿論文について学内の教員に

よる査読に加え、学外の有識者に査読を依頼し、その評価等を踏まえて

投稿原稿の採否・修正の指示決定を行う。 

 

【18】教員の教育研究活動等の実績・成果について、教員個々の「教育活動」

「研究活動」「学内外活動」の各項目について、学長及び各学科長等に

よる全学的な評価システムにおいて評価を実施し処遇等に反映させる。 

・教員の授業参観を行って評価を行う等ピアレビュー（同僚評価）の取組

を推進する。また、最先端の医療技術に関する講習会、他の機関・団体

等が開催する FD 関係の研修会・セミナー及び学会等への積極的な参加

（研究発表等を含む）を奨励するとともに、学内運営の各種委員会委員、

本学主催の公開講座等の講師の委嘱等の活動について評価を実施する。 

・評価結果の処遇等への反映方策として「教育活動」「研究活動」「学内 

外活動」の各項目の業績が特に顕著であると認められる教員に対し教員 
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中期目標 計  画 

 

 

 

7. 学生支援 

 本学の建学の精神・教育目標に基づき、学生が卒業後自らの資質を向上 

させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うことができる 

よう、全学が連携して学生に対する修学、生活、進路（就職活動等）を 

総合的に支援する環境を整備し、適切に学生支援を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表彰を行うとともに、表彰を受賞した教員のうち業績が特に顕著な教員 

に対してインセンティブを付与するため特別教育研究経費を配分する。 

 

7. 学生支援 

【19】学生支援の実施においては、「学生支援に関する基本方針」に基づき

全学が連携し総合的に実施するとともに、その適切性について定期的に

点検・評価及び検証を行いその結果を踏まえて学生支援センターの機能

の充実を図る。 

①修学支援 

・修学支援に当たっては、学生に対するガイダンス機能の更なる充実を 

図るとともに、初年次教育をより一層充実する観点から、学生が修学 

する上で必要な情報を提供し支援を行うなど各学科教員、事務局が緊密 

に連携を図って適切に対応する。 

  ・学部学生に対し、入学前教育の実施を推進するとともに、入学時に英語・ 

数学・生物に係るプレースメントテストを実施し、その結果に基づき、 

補習・補充教育を行う等適切な修学支援を行う。 

 ・学生の社会貢献・社会活動に関する意識の涵養や人間性を養い健全な 

心身の発達を図るための学友会活動、クラブ活動、地域等へのボラン 

ティア活動等の課外活動を推奨し、学生の主体的で積極的な課外活動へ 

の参加推進を適切に支援する。 

・障がいのある学生の就学等の支援は「障がい学生修学支援規程に基づき、 

関係部署教職員が連携し適切に支援する。 

・学部及び研究科学生のうち成績優秀な者については、本学独自のスカラ 

シップ制度に基づき、授業料の減免措置による経済支援を行う。 

・日本学生支援機構の奨学金をはじめとした修学に係る各種奨学金貸与等 

手続きの適切な支援を行う。 
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中期目標 計  画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・経済的理由により学費の納入が困難な学生については、個別の事情に 

より相談に応じ、適切な配慮を行う。 

 

②生活支援 

・心身の健康保持・増進及び安全・衛生に関する最新情報の時期適切な 

周知徹底を図るとともに、保健室においては日常的な病気・ケガの応急

措置・健康相談等に適切に対応する。 

・精神的問題を抱えた学生のための「学生相談室」の充実を図るとともに

相談等が必要な学生が気軽に相談できる体制の周知を図る。 

・「ハラスメントに関する取扱細則」に基づきハラスメントに関する苦情

の申し出及び相談に対し人権倫理委員会及び相談窓口、相談員を設置し

適切に対処する。合わせて「ハラスメント防止のためのガイドブック」

を作成し、全教職員・学生に配布する。 

・本学が設置している女子学生寮（2 寮：定員 58 名）において、学生が

社会性や協調性を身に付け健康で自立した学生生活を送ることができ

る安全、安心な環境を維持し寮生の生活支援を適切に行う。 

③進路支援（就職活動等支援） 

学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図り、幅

広い職業意識の形成を図ることを目的として、社会の第一線で活躍する

企業人を講師に招くなどのキャリア教育の充実と、企業体験などの就職

活動支援との更なる連携を図る。 

・進路、就職活動に関する支援のため、個人面接、進路・就職総合ガイ 

ダンス、各種就職支援講座、先輩との交流（先輩の話を聞く会、卒業生

交流会等）、病院説明会、企業研究キャリア講座、求人をはじめ各種 

就職活動に関する情報提供等を適切に実施し進路・就職支援を推進 

する。 
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中期目標 計  画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・就職先が多岐にわたる医療栄養学科及び医療情報学科で履修した学生の 

能力・適性を活かせる就職先採用等情報を継続的に収集、提供する。 

・就職活動に関する情報共有や個別学生の課題対応を目的に各学科特性に 

応じ家族就職説明会を開催し、就職を希望する学生全員が就職できる 

よう全学教職員が適切に支援する(目標：就職率100％)。 

④学部卒業生への支援及び在校生との連携に関する支援等 

・学部卒業生に対し、本学ホームページ「卒業生相談窓口」「住所変更・

改姓届」をはじめとした卒業生サイトの拡充により、卒業生への情報 

発信、支援体制の整備・拡充を図る。卒業生相談窓口では、就職先や 

仕事での悩みを抱えている卒業生からの申し出による相談をメールで 

受け付けて適切に支援する。 

・学部卒業生の卒業後の状況を確認するとともに、本学教育課程の改善を

図るべく卒業生アンケートを実施し、その回答を踏まえて在学生の就職

支援及び授業内容の改善に活用する。 

・先輩の話を聞く会、進路就職総合ガイダンス、企業研究キャリア講座、

病院説明会等に卒業生を招聘し卒業生と在学生の交流の機会を積極的

に設ける。 

・同窓会の組織運営、活動を適切に支援する。 

⑤大学院生の処遇改善 

・大学院生の処遇改善の一環として、研究科における教育研究スタッフの

充実、また若手研究者としての研究能力の育成を図るため、大学院生を

ティーチング・アシスタント(TA)またはリサーチ・アシスタント(RA)

として雇用し活用を図る。 

⑥保護者との教育懇談会の開催 

・学部等における教育研究の状況を保護者に報告するとともに、理事長・

学長等との意見交換を行う機会を設けることにより、本学の教育研究 
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中期目標 計  画 

 

 

 

8. 教育研究等環境 

(1)本学の理念・目的を達成し教育研究等を円滑に遂行するため、必要な施

設・設備の整備を図る。 

 

 

 

 

(2)教育研究等を支援する環境等の整備・充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)教育研究活動に必要な研修機会の確保を図るとともに教育研究費の充実

に努める。 

 

活動等の現状を理解し協力していただくため、本学後援会総会に合わせ

て教育懇談会を開催する。 

 

8. 教育研究等環境 

【20】各学部・研究科等における教育研究組織の整備・充実に配慮した適切 

な施設・設備について、「環境整備に関する実施計画」に基づき計画 

的な整備を図るとともに、教育研究等の環境整備について、学生の 

学修・研究及び生活実態調査結果などを踏まえて、その適切性につい 

て点検・評価、検証を行い、その結果を改善に反映させる。 

 

【21】「環境整備に関する実施計画」に基づき教育研究等を支援する環境等 

の整備・充実を図る。 

・各キャンパスを繋ぐ学内 LAN、デスクネッツの円滑な整備に努める。 

・各キャンパス校舎においてはバリアフリーに配慮した施設・設備の改修 

を推進する。 

・各キャンパスの施設・設備の維持管理は、法令に基づき適切に行うと 

ともに施設・設備の老朽化対策（特に世田谷校舎）に対応した適切な 

整備を図る。 

・各学部・研究科等の実験・実習に当たっては、安全面での注意を徹底 

するとともに、実験・実習室及び設備の管理・責任体制の徹底を図る。 

  ・学生の主体的な学習支援のための体制や開放的な空間（ラーニング・ 

コモンズ）の整備に努める。 

 

【22】教育研究活動に必要な教員の研修の機会を確保するため、学会・研究 

会等に参加する等、就業規則に基づき適切な配慮を行う。また、教育 

研究費の充実を図るため科学研究費補助金・各種団体の研究助成金・ 
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中期目標 計  画 

 

 

 

 

(4)本学の理念・目的を実現するため、図書・学術雑誌・視聴覚資料・電子

媒体等の体系的及び量的整備を図るとともに、図書館利用者のサービス

の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)教員及び研究者における研究倫理の遵守、研究活動の不正防止のための

必要な措置を講じその徹底を図る。 

 

 

 

 

 

 

受託研究費・奨学寄附金等外部資金への積極的な申請を奨励し獲得を 

図る。特に科学研究費補助金については外部講師を招いて定期的に 

説明会を開催し申請・獲得を図る。 

 

【23】図書館機能の整備・充実を図るため、以下の取組を推進する。 

・教育研究遂行上必要な図書・学術雑誌・視聴覚資料・電子媒体等の整備・

充実に努める。 

・図書館管理システムにより、利用サービスの維持・向上を図る。 

・新入生に対する図書館利用に関するオリエンテーションを実施すると 

ともに、利用者のニーズに対応した図書館ガイダンスを実施する。 

・図書館利用に関する学生及び教職員からの相談を適切に行うとともに、

文献複写サービスの提供に努める。また、ラーニング・コモンズの整備

に努める。 

・図書館の書架を体系的・目的別に整備し、書架の案内掲示を見易くする

等利用サービスに努める。  

・地域に開かれた大学として地域開放に努めるとともに、図書館利用の 

拡充に努める。 

 

【24】教員及び研究者における研究倫理の遵守及び研究活動の不正防止の 

ため、以下の措置を講じる。 

・「ヒトを直接の対象とする研究」を実施する場合には「ヒトに関する 

研究倫理基準」に基づき、所要の手続きを経ることとする等研究倫理 

遵守の徹底を図る。また、生命の尊重、個人の尊厳の保護等に関する 

倫理的配慮及び個人情報保護を図る観点から研究倫理委員会において、 

研究の可否についての審査・判定を経た後、実施する。 

・研究活動の不正防止については、防止に関する諸規程を教職員が常時 
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中期目標 計  画 

 

 

 

 

9. 社会連携・社会貢献 

(1)医療系の大学として、医療・健康・保健面における社会連携・社会貢献

を積極的に推進するとともに、地域交流事業及び国際交流事業に参加し

その成果の社会への還元を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照できるようデスクネッツに掲載するとともに周知徹底を図る。 

また、研究者に対し研究倫理教育の徹底を図るため、外部講師を招聘 

し研究倫理教育に関する講習会を実施する。 

 

9. 社会連携・社会貢献 

【25】医療・健康・保健面における社会貢献を積極的に推進するため 

 「社会連携・協力に関する基本方針」に基づき、地域との連携・協力 

を組織的に推進する全学体制（地域連携推進センター（仮称））を 

整備して、医療・健康・保健面において地域を指向して教育研究活動 

を推進するとともに、地域の課題解決に資する様々な人材や情報・ 

技術が集まる地域コミュニティーの中核的存在としての機能強化を 

図る等医療系の大学として地域社会の活性化に貢献していく。 

また、その取組の適切性について点検・評価及び検証を行いその結果 

を踏まえ改善を図る。 

・高齢者等の健康維持等への支援のため大学が所在する品川区、世田谷区、 

 目黒区、立川市、和歌山市、船橋市との共催・後援による「まちの保健 

 室」や公開講座の開催を推進するとともに、自治体との連携により 

「産後ケア事業」を開設し産後不安を抱える母子へのケアに高度な助産 

 実践力をもって貢献していく。また地域貢献の取組の円滑な推進を図る 

ため各地方自治体との連携協力に関する協定書の締結に努める。 

・本学の教育研究活動を理解願うため業務に支障を生じない範囲で、地方

自治体及び医療関係機関等からの要請に応じて、医療保健をテーマと 

する講演会・セミナー等に教員を派遣するとともに地域の医療保健に 

関わる共同研究及び受託研究を推進する。 

・大学院研究科における研究への取組及び最新の研究課題・研究成果等を

紹介するため大学院主催の公開講座等の充実を図る。また保健医療機関
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中期目標 計  画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 大学運営・財務 

「大学運営」 

(1)本学の理念・目的を実現し教育研究等を円滑に遂行するため所要の規程

等を整備し運用するとともに、本学の将来を見据えた計画等を実現する

ため大学運営に関する中・長期のビジョンを策定する。 

 

 

等において、感染管理に従事する看護師の要請に応じて「感染制御実践

看護学講座」（6ヶ月研修：厚生労働省認定）を実施する。 

・社会貢献の一環として一旦臨床現場を離れた看護師等が職場復帰を目的

に、また医療系企業人が最新の専門知識・能力の修得を目的に本学での

再教育を希望する場合その受入方法等を検討し積極的に応じていく。 

・学部及び研究科における研究成果等については本学の紀要及び研究成果

報告書等を定期的に発刊しウェブサイト等に公表する。 

・医療系の大学で学ぶ学生として社会貢献・社会活動に関する意識の涵養

及び学習意欲の向上を図るとともに、地域との交流を深めるため学生の

ボランティア活動への積極的な参加を奨励する。 

・教育・研究の充実・発展を図るため産・学・官等との共同研究及び受託

研究を積極的に推進するとともにその成果を公表する。 

・地域社会に開かれた大学として大学の施設の開放及び図書館利用の拡充

に努める。 

・「国際交流に関する基本方針」に基づき、学生・教員に係る海外派遣・

海外研修等を実施するとともに海外からの留学生・研究生等の受入れを

積極的に推進することにより、大学の国際化を進め地域の国際化に寄与

する。 

 

10. 大学運営・財務 

「大学運営」 

【26】本学の理念・目的を実現するため所要の規程等の見直しを行い 

適切に運用していくとともに、中・長期ビジョンを策定しビジョンの 

下に大学運営について全教職員が意識を共有し推進する。 
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中期目標 計  画 

(2)中・長期のビジョンに基づき、教育研究等の円滑な遂行を図るため大学

運営組織の整備・充実を図るとともに必要な予算の編成・執行について、

適切に行う。 

 

 

 

 

(3)実践的な教育研究活動を支援する事務組織の機能強化を図る。 

 

 

 

 

(4)教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教員及び事務職員

等の人材育成・資質向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【27】適切な大学運営を遂行して行くため、管理運営体制の整備・充実及び 

予算措置を適切に行う。 

・学長を補佐する体制（副学長、学長補佐等）の充実を図る。 

・医療保健学部、東が丘・立川看護学部、和歌山看護学部及び千葉 

看護学部の 4学部間の情報共有方策を検討し円滑な連携を図る。 

・理念・目的を実現するため予算の編成、執行を適切に行う。 

 

【28】実践的な教育研究活動を支援するため不断の事務組織の見直し・改善 

      により大学教育制度改革に対応しうるよう機能強化を図る。また事務 

      局各部等に係る情報共有及び連携を図るため、大学経営会議室長の下 

に事務局部長会を定期的に開催し大学運営の円滑な実施を図る。 

 

【29】大学の教育研究の高度化・複雑化は現在進行形で進んでおり、本学と 

してこれに十分対応していくためには教員及び事務職員等の資質・ 

能力の向上や意識改革が不可欠であり、教員と事務職員等が協働して 

業務に当たって行けるよう、大学の教育研究活動等の適切かつ効果的 

な運営を図るために必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力 

及び資質を向上させる SDの充実を図る。 

・他機関等が開催する研修会・啓発セミナー等に教員・事務職員を積極的

に参加させる。また、全教職員を対象の「東京医療保健大学を語る会」

の充実・推進を図る。 

・事務職員の職能開発及び自己啓発に資するため事務職員研修会を定期的

に開催するとともに実施内容の充実を図る。 

・FD及び SDの取組において、大学の教育研究活動等における教職協働の

重要性の観点から一体的な推進方策について検討し取り組む。 
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中期目標 計  画 

(5)適切な大学運営を行うため、IR機能を強化しその推進について定期的に

点検・評価を実施するとともに、その結果を踏まえて教育研究及び管理

運営の改善・充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「財務」 

(1)本学の理念・目的を達成し教育研究等を円滑に遂行するため、中・長期

の財政計画に基づき、安定的な財務基盤の確立を図る。 

 

 

 

 

 

 

【30】内部質保証機能、IR機能を強化し教育研究活動状況（教育、研究、 

財務、施設、人事等の情報）のデータ収集・分析を行い、課題の把握 

に努め、学内意思決定や教育研究活動の改善を図るとともに、全学 

教学マネジメントのPDCAサイクルを確立するなど、エビデンスに基づ 

いた大学運営となるよう、IR機能が反映される全学的取組を推進 

する。 

・健全な運営を図るため、教育研究活動等に伴う関係法令及び本学の服務 

関係規程等に関して、教職員へのコンプライアンス（法令・モラル遵守） 

を徹底するとともに、本学が保有する教育研究活動等の情報の公開請求 

に対し学校法人青葉学園情報公開規程に基づき適切に対応する。 

・本学の強み・特色を明らかにし社会に明確に伝わるようウェブサイトを 

有効に活用し情報発信に取り組む。 

・教育研究活動状況や管理運営の適切性について、定期的に点検・評価を 

実施し、その結果に対する外部有識者で構成するスクリュー委員会に 

おいて検証願い、意見・提言等を踏まえて教育研究及び大学運営の改善・ 

充実を図る。 

 

「財務」 

【31】理念・目的の実現のために策定されたビジョンの具体化を推進する 

ため、中・長期の「東京医療保健大学の財政計画」に基づき、安定的 

な財務基盤の確立を図る。このため、以下の取組を推進する。 

・学部・研究科等入学定員を充足し学納金収入等の安定的な確保を図る。 

・科学研究費補助金・各種団体の研究助成金・受託研究費・奨学寄附金等

外部資金の積極的な確保を図り、財務における学納金依存体質の改善に

努める。 
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中期目標 計  画 

 

 

 

 

 

 

 

(2)学内外への説明責任を果たすため、財務内容の明確化・透明化を図る。 

 

・私立大学等改革総合支援事業補助金等の獲得増に向け、大学の 

シーズを育てる等工夫する。 

・教育研究遂行上必要な経費は適切に措置するとともに、管理経費等に 

ついては絶えず見直しを行って節減に努める。 

・平成30年度開設の和歌山看護学部及び千葉看護学部の学年進行による 

収支状況、教育研究経費、管理経費の支出の適正化に努める。 

 

【32】学内外への説明責任を果たすため、財務内容の明確化・透明化を図る

とともに、財務比率の指標に基づき毎年度検証を行いその結果をウェブ

サイト等に公開する。また財務状況について、監査法人及び監事監査を

定期的に実施し監査報告書を公表する。 

 


